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１ 開  会 

 

  

 

２ 議 事 

 

（１） 協議事項 

 

・協議第１号 国民健康保険財政運営の健全化策について 

    

    ・協議第２号 国民健康保険税の税率等の見直しについて 

 

 （２） その他 
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協議第 1号  国民健康保険財政運営の健全化策について 
 
 
１ 国保経営改革プランの推進 

  本市では，国保財政が厳しい状況の中，一層の経営努力による財政の健

全化のため，平成２２年６月に「国保経営改革プラン」及び「国保アクシ

ョンプラン」を策定し，保険税収納率の向上や医療費の適正化，保健事業

の充実などに取り組んでいるところである。 

引き続き，これらのプランに基づき着実に事業を推進し，国保財政の健全

化を図りながら国保事業の安定的な運営に努めていく。 

 

２ 歳入の確保 

  保険税収納率の向上 

  保険税の徴収にあたっては，特に現年度分の収納率向上が課題であり，新

たな滞納を抑制するためにも，納期内納付，早期納付を図る必要がある。 

 

   ＜現年度収納率の目標＞           （単位：％） 

年度 
Ｈ２２ 

（実績） 

Ｈ２３ Ｈ２４ 

収納率 83．67 84．80 85．80 

   ※ 国保経営改革プランでの目標   平成２６年度 ８８％ 

  

ア 納期内納付の推進 

   (ｱ) 口座振替の加入促進 

     窓口での自主納付に比べ収納率の高い口座振替を推進する。 

     本年４月からペイジー口座振替受付サービスを導入し，加入しやす

い環境となっており，納税課などと連携・協力しながら納税者への勧

奨を行ない，一層の加入促進を図る。 

【課題】 
     キャンペーン期間以外の申込者が伸びていない。 
   【今後の取組】 
     ○継続 
      ・当初納税通知書（７月）への口座振替依頼書の同封 

・口座振替キャンペーンの実施 
   ⇒年２回程度実施  目標：期間中２，０００件以上 

協議第１号 



     ○拡充 
・窓口における加入勧奨 

⇒ 新たに国保に加入した世帯（約１１，０００世帯）に対

し，窓口でのちらしや啓発用物品を配布し，加入を勧奨 
     ○新規 

 ・金融機関等におけるポスターの掲示による意識啓発 

⇒ 市税を納税する場所（金融機関，地区市民センターなど）

約５００か所 

 
     ＜口座振替の加入件数＞             （単位：件） 

年度 Ｈ２２（実績） Ｈ２３（見込） Ｈ２４（目標）

加入件数 １,９８８ ２,２００ ２,８００ 
 

(ｲ) 口座振替不能者に対する対策 

   上下水道局では，水道料金の口座振替不能者に対する再振替を既

に実施し，再振替率が５０％を超えており，一定の効果が期待でき

ることから国民健康保険税についても再振替の検討をする。 

 

イ 現年度滞納者に対する早期対策の実施 

     滞納への早期着手により新たな滞納繰越を削減し，滞納の早期解消

を図ることが重要である。このため，現年度優先の収納対策を効果的

かつ効率的に推進するため，滞納発生後，納税催告センター，徴収嘱

託員，職員による的確な役割分担のもと，重層的に実施することを徹

底することにより，収納率の向上を図る。 

     

    ＜納税催告における役割＞ 

    ・納税催告センター  

現年度滞納者を対象とし納期限経過２か月目に電話催告を開始 

   ↓ 

・徴収嘱託員  

     納税催告センター催告期間経過（納期限経過３か月目）に訪問開始 

       ↓ 

・職員による電話催告・臨戸訪問  

納税催告センターによる電話催告や徴収嘱託員による訪問催告を行

っても反応のない滞納者を対象 

    ※従前は現年度滞納者への催告が納税催告センター，過年度滞納者に 

対する催告が徴収嘱託員であったが，上記の通り見直しを図った。 



 

  ＜納税催告の流れ（イメージ）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (ｱ) 納税催告センターの活用 

    【課題】 

   納税催告センターの業務は平日（月・水・金は９時～１７時，火・

木は１２時～２０時）に加え第２・第４日曜日（９時～１７時）に

おいて電話催告・文書催告を実施しているが，夜間の架電率（接触

率）が高いこと等も考慮し，今後，架電率の高い時間帯へ催告の実

施をシフトする等，これまで以上に納税催告センターの効果的な活

用を図る必要がある。 

 【今後の取組】 

      ○継続 
       ・納期限経過してから２か月目に電話催告を実施 
       ・電話連絡が不可能な場合は文書催告を送付 
       ・電話番号不明者への番号調査 
       ・催告センターへの情報提供や研修など更なる質の向上 

      ○拡充 
       ・留守家庭への電話催告 

⇒日時を変えて再架電する回数を増やし，これまで基本的

には１回であったものを 2 回以上実施 
 
 
 

催告センター 嘱託員 

職 員 

催告センター

嘱託員 

職 員 

見直し後 従 前 



  
     ○新規 
       ・留守番電話へのメッセージ 

⇒滞納者からの反応を得るため留守番電話にメッセージを

入れ，接触の機会を拡大 
   

 ＜納税催告センターでの処理件数＞          （単位：件） 

年度 
Ｈ２２ 

（実績） 

Ｈ２３ 

（見込） 

Ｈ２４ 

（目標） 

処理件数 29,740 30,290 30,600 

 

(ｲ) 訪問納税指導や電話催告の強化 

   滞納者との接触の機会拡大を図り，納税指導の強化を図る。 

 【課題】 

  催告に反応のない滞納者に対する納税指導強化が必要である。 

    【今後の取組】 

○継続 
       ・休日納税相談（呼び出しによる休日納税相談） 

・休日，夜間電話催告 
       ・部内支援による電話催告，臨戸訪問 

（５・１２・２月の年３回） 
・全庁支援による休日臨戸訪問（１２・２月の年２回） 

       ・現年度催告書の送付（４月，１１月の年２回） 

      ○拡充 
       ・職員による臨戸訪問 

⇒財産調査や実態調査など月１回程度実施している臨戸訪

問を月３～４回実施 
       ・現年度のみ滞納者への文書催告の強化 

⇒滞納繰越中心であったカラー催告を現年度のみでも実施 
       ・分納不履行者への分納不履行通知の早期送付 

         ⇒３回程度不履行の後に催告していたものを１回の不履行

で催告 
 
 
 
 



   ＜納税相談件数等＞                 （単位：件） 

年度 
Ｈ２２ 

（実績） 

Ｈ２３ 

（見込） 

Ｈ２４ 

（目標） 

平日臨戸 360 530 720 

休日臨戸訪問 836 860 880 

休日納税相談・ 

電話催告 
136 150 170 

全庁支援 633 650 670 

    

ウ 滞納繰越に対する対応 

   (ｱ) 滞納処分の強化 

     長期・高額滞納者や再三の催告にも関わらず納税が無い滞納者に対

し，所有する財産の差押を徹底して執行する。 

   【課題】 

滞納を累積させないため，滞納者の納付能力を見極めながら処分の

早期着手に努める必要がある。 

  【今後の取組】 

     ○継続 
      ・過年度催告の実施 

・特別催告（差押えを前提とした「※カラー催告」）の実施 
 （※カラー催告 青：催告 黄：差押警告 赤：差押予告） 
・臨戸訪問による納税指導 

      ・預貯金や不動産・給与など財産調査の実施 
・納税課特別収納対策室との連携 
（滞納額３０万円以上で１年以上未納のものを移管） 

     ○拡充 
      ・差押の強化 
        ⇒不動産差押や預貯金等の債権差押のほか，生命保険や自動

車など，収納に結びつく効果的な差押を実施 
      ・預金調査の範囲拡大 
        ⇒地方銀行，ゆうちょ銀行を中心に実施していた調査に，都

市銀行を拡大 
 

 



＜参考＞ 差押件数          （単位：件） 

年度 
Ｈ２２ 

（実績） 

Ｈ２３ 

（見込） 

差押件数※ 264 390 

    ※ 差押件数は，参加差押を含む。 

 

    (ｲ) 不納欠損の適正処理 

      随時臨戸訪問を行うなど滞納者の財産調査を徹底し，納付能力を

判断した上で，やむを得ないものに限り，不納欠損処理を行う。 

    【今後の取組】 

     ○継続 
      ・臨戸訪問の実施 

・預貯金や不動産・給与など財産調査の徹底  
 

３ 歳出の抑制 

   医療費の適正化 

   医療技術の高度化や高齢化の進展などにより医療費は年々増加している。

医療費を賄う保険税収入の確保が厳しい状況であり，医療費の適正化を図

っていく必要がある。 

 

  ＜１人当たり医療費の増加率の目標＞       （単位：％） 

年度 
Ｈ２２ 

（実績） 

Ｈ２３ Ｈ２４ 

１人当たり 

医療費増加率 
3．24 2．89 2．60 

   ※ 国保経営改革プランでの目標   平成２６年度 ２．２５％ 

 

  ア ジェネリック医薬品の普及促進 

    ジェネリック医薬品は，先発医薬品に比べ安価であり医療費の適正化

に資することから普及を促進する。 
【課題】 

ジェネリック医薬品に関する的確な情報の収集が必要である。 
また，ジェネリック医薬品の利用にあたっては医療機関との連携・

協力が必要である。 
 
 



【今後の取組】 
     ○継続 
      ・ジェネリック医薬品希望カードの配布 

⇒新規加入者 
     ○拡充 
      ・ジェネリック医薬品希望カードの配布 

⇒３年毎に全被保険者に交付（平成２４年度被保険者証更新

時） 
     ○新規 
      ・ジェネリック医薬品差額通知送付の検討 

⇒平成２３年度実施の被保険者アンケート結果を踏まえ検討 

 
   保健事業の充実 

   保健事業については,被保険者の健康の保持増進とともに将来に渡る医

療費の適正化に資することから，一層の充実を図っていく必要がある。 

 

 ア 特定健診・特定保健指導の推進 

  未受診者に対する受診勧奨を行うとともに，受診しやすい環境の整備な

ど利便性の向上により受診率の向上を図る。  
【課題】 
特定健診の受診率，特定保健指導の実施率とも伸びが小さく，特に

４０歳代（若い年齢層ほど）は「仕事」「健康である」を主な理由とし

て受診率が低いので，健診による健康管理の重要性の周知と受診機会

の提供に努める必要がある。 
【今後の取組】 

     ○継続 
      ・広報による周知（年６回） 
      ・市ホームページによる周知（通年） 
      ・未受診者への電話勧奨 
      ・受診促進キャンペーンの実施（受診へのインセンティブとして

受診者からの応募・抽選により景品（健康グッズ）を付与） 
      ・イベント会場での啓発物品（ポケットティッシュ配布）による

受診勧奨 
      ・人間ドック受診と併せ特定健診も同時に実施（希望者） 
      ・特定健診受診会場での特定保健指導案内ちらし配布 
    
 



  ○拡充 
      ・未受診者への通知発送（電話勧奨不能者） 

⇒特定健診の重要性を解説するリーフレットを同封 
      ・出前健診・休日健診の実施 
        ⇒若い年齢層の未受診者も対象とした，受診しやすい日時・

場所での実施 
     ○新規 
      ・周知の徹底 

⇒公募した標語を活用したポスターを作成し，委託医療機関，

本庁・各地区センター等，商工会加入店舗等に掲示 
⇒下野新聞に毎月１回広告記事を掲載 

      ・人間ドック委託機関での特定保健指導までの一元実施の検討 
⇒人間ドック受診時に特定健診を受診した場合は，同一機関

で保健指導までの対応を可能とするよう実施機関と協議 

      ・特定保健指導案内通知発送の早期化による実施体制改善の検討 
        ⇒特定健診実施機関から直接保健指導の案内を送付できるよ

う委託機関と協議 
      ・特定保健指導委託事業者の拡大 
        ⇒特定健診委託機関の２１１機関に対し，特定保健指導委託

機関は８機関と少ないことから，委託事業者の拡大を図る

ため，医師会や実施機関と協議 
       
    ＜特定健診受診率，特定保健指導実施率＞     （単位：％） 

年 度 Ｈ２２ 
（実績） 

Ｈ２３ 
（見込） 

Ｈ２４ 
（目標） 

特定健診受診率 23.1 25.0 30.0 

特定保健指導実施率 6.5 7.0 8.0 

 

イ 人間ドック・脳ドックの推進 

疾病の早期発見・早期治療のため，４０歳以上の被保険者に人間ドッ

ク・脳ドックの費用の一部を助成（10,000円）し，受診を勧奨しており，
より多くの被保険者が受診するよう効果的に周知する。  
【課題】 
人間ドック，脳ドックとも受診者数は微増しているが，被保険者の

健康の保持増進を図るため，さらに受診を促す必要がある。 
また，健診結果を活用した保健指導についても，被保険者の健康の



保持増進に資する事から，今後，積極的に取り組んで行く必要がある。 
【今後の取組】 

     ○継続 
      ・人間ドック，脳ドック健診費用の一部助成（10,000 円） 
      ・広報による周知（年６回） 
      ・市ホームページによる周知（通年） 
     ○拡充  
      ・「国保だより」を活用した受診勧奨の実施 

⇒年１回→年３回 
     ○新規 
      ・人間ドック委託機関での特定保健指導までの一元実施の検討 

⇒人間ドック受診時の特定健診受診者の場合は，保健指導も

同一機関での実施を検討【再掲】 
      ・健診結果を活用した保健指導に向けた研究 
 

＜人間ドック・脳ドックの受診者＞     （単位：人） 
年 度 Ｈ２２ 

（実績） 
Ｈ２３ 
（見込） 

Ｈ２４ 
（目標） 

受診者 2,424 2,600 2,800 

 

ウ 健康づくり支援 

「国保だより」などにより健康づくりに資する情報を発信するとともに，

保険者として医療費適正化に関し共通の課題を抱える協会けんぽと連

携・協力しながら，被保険者の健康づくりを推進する。 
【課題】 
協会けんぽとの共同事業について検討しているところであり，実施

に向けての調整が必要である。 
【今後の取組】 

     ○継続 
      ・「国保だより」の発行 
     ○拡充 
      ・「国保だより」の内容充実 

⇒健康に対する意識の高い，国保サポーターの活用による紙

面づくり 
     ○新規 
      ・被保険者の健康づくりを推進するイベントなどを「協会けんぽ」

と共同で開催（詳細未定） 



 

エ その他（参考） 

 

 宇都宮市で実施している健康づくり推進事業（主なもの） 

事  業  名 対  象  者 実 施 機 関 

心の健康づくり講座 市民 保健所健康増進課 

地域・職域における健康

作り推進事業 

市民 

市内事業所従業員 

保健所健康増進課 

女性の健康力アップ事業 女性を主とする市民 保健所健康増進課 

食育の推進 市民 保健所健康増進課 

健康相談・地区における

健康教育 

市民 保健所健康増進課 

介護予防教室 65 歳以上の介護認定を受けて

いない市民 

高齢福祉課 

 

 



別紙資料

＜年齢階層ごとの受診率＞平成21年度法定報告結果から （単位：％）
40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳

男性 6.9 8.5 9.4 13.1 18.7 26.6 29.4
女性 9.9 12.3 15.5 20.1 26.9 31.4 33.1
全体 8.3 10.4 12.4 16.8 23.4 29.1 31.3
男性 0.0 6.7 3.6 1.7 6.7 7.8 10.2
女性 0.0 0.0 3.3 8.8 4.9 5.3 6.3
全体 0.0 3.3 3.4 5.5 5.6 6.9 8.9

特定健診

保健指導

区　分

特定健康診査受診率

特定保健指導終了者率
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別紙資料

＜未受診者アンケート調査結果から＞平成20年度実施

対 象 者  11,058名 　平成20年度において40歳代である未受診者
有効回答 1,606名 （有効回答率14.5％）
　うち「検診を受けたことがない」と回答した者 944名

設問：自信の健康について
割　合

いたって健康 10.8
まあまあ健康 54.6
健康に多少不安がある 25.3
健康ではないと思う 7.4
健康ではない 1.9

設問：メタボリックへの意識（複数回答可）の上位３理由
割　合

忙しくて都合がつかなかったから 40.3
面倒だから・億劫だから 36.8
健診費用がかかる 34.0

回　　　答

回　　答

健康に多少
不安がある,

25.3

健康ではな
いと思う, 7.4

健康ではな
い, 1.9 いたって健

康, 10.8

まあまあ健
康, 54.6



 
協議第２号 国民健康保険税の税率等の見直しについて 
 

 
１ 応能・応益割合  ・・・・・ 資料１ 

   概況 

・ 国民健康保険税は，被保険者の経済的負担能力に応じた負担である応能割

（所得割，資産割）と，受益に応じた負担である応益割（被保険者均等割，

世帯別平等割）により課税している。 
・ 地方税法による応能・応益の標準割合は，５０対５０であり，本市では応

能・応益割合がおおむね５０対５０となっている。 
   ・ 応能割合が増えると，中間所得層の負担が重くなる。 

 ・ 応益割合が増えると，低所得層の負担が重くなる。 
 
  論点 

 

 
  対応（案） 

 Ａ案 ：現状どおり 

  負担と受益のバランスの観点から，応能・応益割合は標準とされている５０

対５０を継続する（現状維持）。 
 
 Ｂ案 ：変更 

  中間所得層の負担が重くなるものの低所得層の負担が軽減することなどか

ら，応益割合を下げ，応能割合を上げる。 
 
 

２ 賦課方式   ・・・・・ 資料２ 

  概況 

・ 応能原則，応益原則を具体的に実現するため，地方税法において３つの方

式が規定されている。 

協議第２号 

・ 応能・応益割合を変更するか否か。 
・ 変更する場合は，応能・応益の割合をどうするか。



・ 本市では，平成２０年度に４方式から３方式に変更した（資産割を廃止）。 
   ・ ２方式（所得割，被保険者均等割）への変更は，１人世帯では負担減とな

り，２人以上の世帯では被保険者数の多い世帯ほど負担増となる。 
   ・ 都道府県を単位とした国保の広域化が検討されており，標準（基準）保険

税の設定などが想定される（栃木県内は４方式が多数）。 
    
   論点 

 

    ※ ４方式については，平成１９年度をもって廃止したところであるため検

討の対象としない。 
 
  対応（案） 

   Ａ案 ：現状どおり 

     １世帯当たりの被保険者数の状況や，都道府県を単位とした国保の広域化

の動向に留意する必要があるため，賦課方式は変更せず３方式を継続する。 
 
   Ｂ案 ：変更 

     １人世帯が全体の半数近い（４８．８％）ことから，世帯別平等割を廃止

し２方式に変更する。なお，被保険者への影響を考慮し，２方式への変更は

被保険者均等割と世帯別平等割を調整し，段階的に行なう。 
 
     
３ 税率 

  概況 

   ・ 税率については基本的に２年ごとに見直しを行っている。 
   ・ 平成２１年度の当運営協議会からの答申で，税率の改定を見送ったことな

どから，現在の税率は平成２０年度に改定したものである。 
   ・ 平成２４年度に見込まれる財源不足を保険税で確保する場合，１人当たり 

７，４６６円の負担増となる。 
 
 

・ 賦課方式を変更するか否か。 

・ 変更する場合は，２方式とする。 



   論点 

 
 
 
 
   意見 

   前回の答申（平成２１年度）を尊重し，被保険者の負担増にならないよう一般

会計からの繰入を行い，税率については現状維持とする。 
 
  対応（案） 

Ａ案 ：現状どおり 

    税率の引き上げは困難な状況であることから現状維持とする。 
これにより不足する財源には一般会計からの繰入を求めることになるが，財

政健全化に向けた更なる経営努力を行ない，繰入額の縮減に努める。 
 

Ｂ案 ：変更 

    事業に必要な財源は保険税で賄うのが原則であることから税率を引き上げ

る。 
 
 
４ 課税限度額 

   概況 

   ・ 保険税負担の応能原則の適用に一定の限度を設ける必要から，課税限度額

が地方税法で規定されており，その範囲内で市町村は課税限度額を設定して

いる。 
   ・ 国は今後，最高限度額を協会けんぽんの限度額を目安に１１０万円程度ま

で段階的に引き上げる方針である。 
・ 政令の改正により本年４月から課税限度額が７７万円に引き上げられた。 
  （宇都宮市は現在７３万円） 

   ・ 政令の限度額でないと国庫補助（財政調整交付金）が減額となる。 
 ・ 課税限度額の引き上げは，限度額に到達する高所得世帯にとって負担増と

なる。 
 

・ 今後２年（２４・２５年度）の税率について，変更するか否か。 
・ 変更する場合は税率をどうするか。 



＜課税限度額の現状＞                  （単位：円） 

 医療保険分 
後期高齢者 
支援金分 

介護保険分 合計 

宇都宮市 500,000 130,000 100,000 730,000 
国 510,000 140,000 120,000 770,000 

     介護保険分は，４０歳～６４歳の被保険者が対象 
 
   ＜参考＞ 改定の影響 

  ・ 影響を受ける対象 

    【例】大人２人，子ども２人の４人世帯の場合 
 世帯総所得が約６９０万円超 

    ・ 影響を受ける世帯数 

      課税限度額超過世帯   約３，８００世帯（全世帯の約５％） 
    ・ 歳入への影響 

      引き上げによる増収の見込  約９，７００万円 
      《内訳》 保険税         約９，２００万円 
           国庫補助（財政調整交付金） 約５００万円 
 
    論点 

 

 
  対応（案） 

 Ａ案 ：現状どおり 

    高所得世帯の負担増となるので，引き上げは行なわず現状維持とする。 
 
   Ｂ案 ：変更 

    高所得世帯にとっては負担増となるが，応能負担の考え方や公平性の確保の

観点から，政令の限度額（７７万円）まで引き上げを行う。 
 
 

・ 政令の改定に合わせ，課税限度額を変更するか否か。 
・ 変更する場合は限度額をどうするか。 



【１人世帯】
現　行 応能割増 増加額 増加率

応能割 所得割 6.00％ 6.55％

均等割 23,300円 23,300円

平等割 20,000円 20,000円

５０万円 ５０万円
所得 33万円

（７割軽減世帯） 12,900 12,900 0 0.00%

 （５割軽減世帯） 対象外 対象外
 所得 68万円

（２割軽減世帯） 55,600 57,500 1,900 3.42%

所得 200万円 143,500 152,600 9,100 6.34%

所得 300万円 203,500 218,100 14,600 7.17%

所得 400万円 263,500 283,600 20,100 7.63%

所得 500万円 323,500 349,100 25,600 7.91%

所得 600万円 383,500 414,600 31,100 8.11%

所得 800万円 500,000 500,000 0 0.00%

所得 900万円 500,000 500,000 0 0.00%

【２人世帯】
現　行 応能割増 増加額 増加率

応能割 所得割 6.00％ 6.55％

均等割 23,300円 23,300円

平等割 20,000円 20,000円

５０万円 ５０万円
所得 33万円

（７割軽減世帯） 19,900 19,900 0 0.00%
所得　57.5万円
 （５割軽減世帯） 48,000 49,300
 所得 103万円
（２割軽減世帯） 95,200 99,100 3,900 4.10%

所得 200万円 166,800 175,900 9,100 5.46%

所得 300万円 226,800 241,400 14,600 6.44%

所得 400万円 286,800 306,900 20,100 7.01%

所得 500万円 346,800 372,400 25,600 7.38%

所得 600万円 406,800 437,900 31,100 7.65%

所得 800万円 500,000 500,000 0 0.00%

所得 900万円 500,000 500,000 0 0.00%

所
得
区
分

応能割（所得割）変更の影響（医療分）

応益割
課税限度額

所
得
区
分

応益割
課税限度額

資料１



【1人世帯】
現　行 応益割増 増加額 増加率

応能割 所得割 6.00％ 6.00％

均等割 23,300円 25,800円

平等割 20,000円 21,500円

５０万円 ５０万円
所得 33万円

（７割軽減世帯） 12,900 14,100 1,200 9.30%

 （５割軽減世帯） 対象外 対象外
 所得 68万円

（２割軽減世帯） 55,600 58,800 3,200 5.76%

所得 200万円 143,500 147,500 4,000 2.79%

所得 300万円 203,500 207,500 4,000 1.97%

所得 400万円 263,500 267,500 4,000 1.52%

所得 500万円 323,500 327,500 4,000 1.24%

所得 600万円 383,500 387,500 4,000 1.04%

所得 800万円 500,000 500,000 0 0.00%

所得 900万円 500,000 500,000 0 0.00%

【２人世帯】
現　行 応益割増 増加額 増加率

応能割 所得割 6.00％ 6.00％

均等割 23,300円 25,800円

平等割 20,000円 21,500円

５０万円 ５０万円
所得 33万円

（７割軽減世帯） 19,900 21,900 2,000 10.05%
所得　57.5万円
 （５割軽減世帯） 48,000 51,200
 所得 103万円
（２割軽減世帯） 95,200 100,400 5,200 5.46%

所得 200万円 166,800 173,300 6,500 3.90%

所得 300万円 226,800 233,300 6,500 2.87%

所得 400万円 286,800 293,300 6,500 2.27%

所得 500万円 346,800 353,300 6,500 1.87%

所得 600万円 406,800 413,300 6,500 1.60%

所得 800万円 500,000 500,000 0 0.00%

所得 900万円 500,000 500,000 0 0.00%

所
得
区
分

応益割（均等割・平等割）変更の影響（医療分）

応益割
課税限度額

所
得
区
分

応益割
課税限度額



応益割の見直し（３方式から２方式への変更）の試算

応益割の課税額 単位：円
世帯の 割合 ３方式 ２方式 増減

被保険者数 (％) 被保険者均等割 世帯別平等割 計（応益割） 被保険者均等割

1 48.80 31,500 27,000 58,500 46,800 △ 11,700

2 33.63 63,000 27,000 90,000 93,600 3,600

3 10.70 94,500 27,000 121,500 140,400 18,900

4 4.57 126,000 27,000 153,000 187,200 34,200

5 1.52 157,500 27,000 184,500 234,000 49,500

6 0.54 189,000 27,000 216,000 280,800 64,800

7 0.19 220,500 27,000 247,500 327,600 80,100

8 0.03 252,000 27,000 279,000 374,400 95,400

※　9人以上の世帯は省略

賦課方式と標準割合

資料２

平等割
１５％

応
　
　
益
　
　
割

均等割
３５％

資産割
１０％

所得割
４０％

４方式

応
　
　
能
　
　
割

３方式 ２方式

所得割
５０％

均等割
３５％

平等割
１５％

所得割
５０％

均等割
５０％

川越市，船橋市

大田原市２３市町 ３市町

３２市６市中核市

県内



各保険者における保険税（料）について 

 
■４人世帯 

 
ＣＡＳＥ１ （家族４人） 
 
 
 

内  訳 
保険の種類 年 額 

自 己 負 担 事業主負担 

国民健康保険 285,700 円 285,700円 ―   
共 済 組 合 278,800 円 139,400円 139,400円 
健 保 組 合 234,240 円 93,696 円 140,544円 
協会けんぽ 295,464 円 147,732円 147,732円 

 
 
ＣＡＳＥ２ （家族４人） 
 
                    
                   
 
 
 
 
 
 

 

 

■ １人世帯 

ＣＡＳＥ３ 

 

内   訳 
保険の種類 年 額 

自 己 負 担 事業主負担 

国民健康保険 414,300 円 414,300 円 ― 
共 済 組 合 464,000 円 232,000 円 232,000 円 
健 保 組 合 369,000 円 147,600 円 221,400 円 
協会けんぽ 465,924 円 232,962 円 232,962 円 

内   訳 
保険の種類 年 額 

自 己 負 担 事業主負担 

国民健康保険 319,800 円 319,800 円 ―   
共 済 組 合 464,000 円 232,000 円 232,000 円 
健 保 組 合 369,000 円 147,600 円 221,400 円 

協会けんぽ 465,924 円 232,962 円 232,962 円 

４人家族 夫，妻（ともに３５歳）

子ども２名 

前年 夫 年収３００万円 

    （所得１９２万円） 

４人家族 夫，妻（ともに３５歳）

子ども２名 

前年 夫 年収５００万円 

（所得３４６万円） 

参考資料 



■ ２人世帯の場合（国保加入世帯の平均が，約１.８人／世帯） 

 
ＣＡＳＥ４ （家族２人） 

 
              年間  

              
 
                 
ＣＡＳＥ４ （年金生活者 家族 
人） 
 
                     
 
 

ＣＡＳＥ５ （家族２人） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＣＡＳＥ６ （家族２人） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内   訳 
保険の種類 年 額 

自 己 負 担 事業主負担 

国民健康保険 222,700 円 222,700 円 ―   
共 済 組 合 278,800 円 139,400 円 139,400 円 
健 保 組 合 234,240 円 93,696 円 140,544 円 
協会けんぽ 295,464 円 147,732 円 147,732 円 

内   訳 
保険の種類 年 額 

自 己 負 担 事業主負担 

国民健康保険 630,000 円 630,000 円 ―   

共 済 組 合 928,200 円 464,100 円 464,100 円 
健 保 組 合 747,000 円 298,800 円 448,200 円 
協会けんぽ 943,212 円 471,606 円 471,606 円 

内   訳 
保険の種類 年 額 

自 己 負 担 事 業 主 負 担 

国民健康保険 730,000 円 730,000 円 － 
共 済 組 合 1,775,070円 887,535 円 887,535 円 
健 保 組 合 1,711,128円 684,451 円 1,026,677 円 
協会けんぽ 2,187,216円 1,093,608 円 1,093,608 円 

２人家族 夫，妻（ともに３５歳）

前年 夫 年収３００万円 

    （所得１９２万円） 

 
 

２人家族 夫，妻（ともに５５歳）

前年 夫 年収２,０００万円 

    （所得１,７３０万円）

   

２人家族 夫，妻（ともに３８歳）

前年 夫 年収１,０００万円 

     （所得 ７８０万円） 

 
 


